
ˋ ԧ  �Ჰ Წ Ჲஉ ଐ

ˋ ԧ  � � ʖ ƷምᲰ క ಒ ᙲ・ И

・ǸȚ

ˋ ԧ  � � ʖ ምᲰ Ძక・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・í И

ˋ ԧ  � � ˟ ʖ ምᲰ Ხకᑍ ᚘ ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・î ɟ И

ˋ ԧ  � � ʖ ƴ ƚ Ʒ ʙምᲰ Ჳ ಅໜ・ ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ï И Ɠ ǔ

Ʋ ǋ ȷ Ư ǁ ƷᲫ ◌ૅ ੲໜ Ꮛ܇ ・܇ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ʒ Ʒ Ʊ Ƽ Ʒ ΪᲬໜ ឋᏋ ܖ  ܱ◌・ ・ ̬ᄩ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ʒ ӕ ӏ Ƽ Ҕ ȷ ʼ � Ʒ ֨ኵ ሊᲭ ծ၏ ◌ၲச ◌ો ਖ਼ໜ・ ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ƭ Ư ǈ ƨ ƍ Ʒ Ʈ Ƙ Ǔ߷Ხ ᅕໜ ᘍ・ ・  щ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ϋ ȷ Ʒ ҄ኺᲯ Ⴤ င ಅໜ ฎ・ ࣱ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

˟ Ʒ ƴ Ӽ ƚ ƨ ӕ◌ྵ
እ ኵᲰ ᅈໜ ໗Ꮾ  ܱ◌・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

˟ ǁ Ʒ ӕ ӏ Ƽ ǁ Ʒ◌ྵ
ኵ ᎍᲱ ᅈ ᇀဃ ဃ ◌ૅ ੲໜ  ܱ◌・ ・σ   ・・・・・・・・・・・・・・

ư Ơ Ư Ƙ Ƥ Ʒ ◌ྵ
߷Ჲ ᅕໜ ܤ ܤ  ܱ◌・ ・μ ǒ ǔ   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ʒ ȇ ǿ ȫ Ʒ ֨ዴᲳ Ⴤ Ⴘൟ ਖ਼ໜ ᘍ・ ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ǹ

Ӌ ◌� ƛ Ў Ʒ◌ྙ
ᎋᲶ Ძ Ჸ ᆋ ဇෙ◌ෟ ・ ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ɥ

Ӌ ̾ʴ� � Ʒ Ǜ Ơ ƨ ȷ ϐ ǁ Ʒ ӕ◌ᢅᎋ ኵᲶ Ⴤ ᆋ ᆋ ဇ ဃൟ ൦ឬ เᛢ ・ ・ ・・・  ̬μ

Ӌ ʴ ʚ Ʒ Ǜ Ơ Ư Ƣ◌ᢅ ֨ᎋ ሊᲶ Ჭ Ჸ ᆋ ᆋ ဇඥ ਖ਼ឬ ᛢ ・ ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ǔ

Ӌ ˋ ԧ  � �ƴ Ŵ Ƣ ʖᎋ ሁᲶ Ხ Ჸ Ჰ Ტ Უܦ ᚨ ・ܭ ・ ・ ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ǔ

ˋ ԧ  � � ʖ ƷምᲯ Წ உ ദ క ಒᙀ ᙲ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ð

ὀ  � � �  ◌� �  � � �� � � �◌ྛ ༢ ◌ྜ ◌ྜ୰ ษ� � �♧ ・ ‶ ・ ・ ィ ・ ➢ ・・㸦 㸯㸧 㔠㢠韭 韭

ὀ ᵓ ẚ  � ◌� �  � �� �  � � �� � � �◌ྛ ◌ྜ ◌ྜᡂ୰ ධᑠ� � Ⅼ➨ ・ ・ ・ ・ ・ ィ ・ ➢ ・・㸦 㸰㸧 㸰韭 ᅄ

ᅕ   ߷ Ⴤ

1



 � � ┠ ⓗ㸯

 � � ᴗ ෆ ᐜ・ ・㸱

 � ᴗ ᴗ ᴫ◌ྡཬ �・ ・ ・ せ ண◌ึᖺ ᗘ ᙜ㸴 㢠⟬

൨ ・ ・

◌୍ 㒊

 � �  � � ◌ྀྲձ ୰ ᐖ� �・ ・ ・ ・ ・ ➼ ┴❧ ・ ・ タ ・ ・ ά㞀 足ᅬ ᆅ ᇦ⪅ ⏕ ⛣ ⤌
 � �  � ��� ࣮

ࣝ
⏝ྥ◌ࢢ ୰ య ඛ◌ື ᐇ� �・ タ ・ ά ・ ά ・ ・ ・ ・ ・ ➼ ・ ・㦂足 足ᆅ ᇦ⪅ ⏕ ⛣ ⛣

 �࣮
ࣝ
ࢢ  �  � � � � ࢫࢧ࣮ ᥦ⏝ၥ య ᑐ ᗘ ᙜ �・ ・ ・ ・ ・ ・ ➼・ ・ ゼ ・ ┦ ・ ・ ・⿵ 㔜 㦂足 ㆤ

 �  �� ᴗ  �  �࣮
ࣝ
ࢢ � � �  � �ә Ⴀ౪ ඛ ᑐ ᐇ�・ ・ ・ ・ ⓗ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・⿵ 㥑 㐠 ㄪ

・ ・

 �  � � �ղ ඣ ᐇ� �㈨※ ・ ・ ・㸦㞀 㸧ᆅ ᇦ

 � � ࢫࢧ࣮  � � � � �ཬ ᡂ ⏝ඣ ඣ ே◌ ◌ಁ ே◌ య ඛᕼ� � �・ ・ ・・ ・ ・ ・㞀 㐣㱋 㐍 㦂足⛣
ࢢ� 

ࣥ
� ࢳ  � �  �  �  ��  �◌ྲཱྀ ᡂ⏝య ධ ே◌  ᑐ・ ・ ・ ・ ・ タ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ タ ➼・㦂 ⿵㆟ ⨨

 � � � � ࢫࢧ࣮ � Ỵ � ࢨ࣮ࢻ�  ὴ  � �ᡂ ே◌ ಀ ே◌ ព ᐃ� ᛮ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ 㐵足⛣
・ ・

 � � �  �ճ ◌ಁᑐ・ ・ ゎ㞀 㐍⌮
 � �  �  � �  

ࣝ
ಘ࣮ࢡ  �  �� �◌ಁ ୰◌ືᑐ ᚰ・ ・ ゎ ・ ・ ・ ㊃・ ・ ά ・ ・ ・ ・ ㍍㞀 㐍 ㄡ Ẽᅗ⌮

 �  ◌��  � � � � Ẹ  � � �  � �ཧ ᡂሙඹຍ ฟ ព ᙜ� �・ ・ ・ ・ ・・ ┴ ・ ・・ ・ ┠㔊 㞀㆑⏕ ⪅ ⥺
 � ◌� � �  �  � �ಙ ദ・ Ⓨ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・㛤♴ ᅜ⚟

・ ・

 � �մ య ไ ᐇ�┦ ・ ・ ・

 � �  �� �  � � � � � �  �◌ྀྲ ᦠᙜ � �・ ┠ ・ ❧ ┦ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・㐍 㞀 㞀⪅ ⥺ ⤌ ⪅ ⮬
 � � ࢱ࣮ࢧ  �  � � � �  � �  �� �ᡂ ಟ ඣᙜ ᐇ�・ ・ ・ ・ ・ ・ ◊ ・ ・ ・・ ぬ ・㸦 㸧 㣴 㞀足⪅ ⫈
 �  ��  � � �  � �◌ྲཱྀ య ไ ᙉᚲ・ せ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ┦ ・ ・ ・ ・

・ ・

 � �  �་ ᥖյ ᙜ ᐇ� �・ ┠ ⒪ ・ 㸦 㸧⪅ ⥺ ⢭ ⚄ ⛉ ⌧
 � � � � �  ��  � � � �་ ◌ྲཱྀ ែ◌Ᏻ ᐇᚰ � ᚅ⒪・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ㏻㞀 㝔 ㄪ⢭ ⚄ ⪅ ⢭ ⚄ ⛉ ⢭ ⚄ ⛉
 �  � � �  �  ��  � �◌ཱྀ ⏝ሗ ධ  Ᏺ ᑟ ᑐ�❆ タ ・ ・ ・・ ぢ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・㝔 ⿵足 ㈝⨨ ⢭ ⚄ ⛉

 � � � � � �  � � � � ὴ  � �ၥ ဨධ �・ ά ・ ・ ・・ ゼ ・ ➼・ ・ ・ ・㝔 㝔 㐵足ᆅ ᇦ⪅ ⏕ ⛣
・ ・

 �  ��  �◌ྥ ◌ྲཱྀն ಖ�ά ・  ─ ☜足ᆅ ᇦ ⏕ ⛣
 � � � �  � �  � � � �  

ࣝ
ྵ◌ࢢ ཬሙ◌ಁ ୰ ◌ື� � �・ ・ ά ・ ・・ ά ➼㞀 㞀 㐍足ᆅ ᇦ⢭ ⚄ ⪅ ⪅ ⏕ ⛣

 ࣮ �◌�  ��  � � � � ◌�  � ��࣮
ࣝ
༠ࢢ Ⴀഛ  ᑐ ᕷ� �・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・⿵ 㐠ㄪ⏫

 �  � � �  � �  �  ��  � �ཧ ◌ྀྲ ⏝ ຍ  Ꮿ ᑐᚲせ ・・ ・ ♫ ・ ・ ➼・ せ ・ ・⿵㈝ ᅾ ᆅ ᇦ ⤌
൨ ・ ・

 � Ỵ � � ཬ շ ព ᐃ ᐃᛮ �・ ╔

 � � Ỵ � �  � � �  �� ὴ  � �ཬ ෆព ᐃ ᐃ ᐖ ᑐ ᑓ ᐙᛮ � �・ ╔ ・ ┴ ・ ・ タ ・ ・ ・ ・㞀 㛛 㐵⪅
 � � � 

ࣛ
��◌ ࢻ Ỵ �  � �  �ཧಟ ಟ కព ຍᐃ ᐇᛮ � ∧┴・ ・・ ・ ・ ・ ㊶◊ ・ ・ ・ ・ ・ ◊ ・足ᇶ

 � ◌�  ��  � �ဨ௦ ಖ  ᑐ�☜ ➼・ ・⿵⫋
・ ・

 � � �  
ࣥ
ࢪࣙ ἢ  ��◌ྥ ◌ྀྲո ᐖ � �┴❧ ・ ・ タ ・ ・㞀 ⪅ ⤌

� � � ἲ  �Ẹ ◌�  �  �ே◌ ഛ ഛᐖ � �┴❧ ・ ・ タ ⊂❧ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ‽㞀 㛫 㐍足 ㆡ ㄪᆅ⪅ ⛣
�  � � � �  �  � ࣮

ࣝ
ࢢ �  � �  � ἲ◌ྀྲ ᡭඛ Ꮫ➼・ ・ ⓗ ・ ・ タ ・ ・ ・ ・ ・ ➼・ ⓗ㐍足 足 ㄪ⤌ ⛉

�  �� �  � �య ไ ศ・ ・ ・ ⓗ ・ ➼・ ・

൨ ・ ・

 � �  ��◌ྥ ◌ྀྲչ ᐇ� ・ ・ ・・ ♫・ ・⏕ ⌧ ⤌
 � �  � �� �  �ཬ ᠇ ◌ၨᙜ ᐖ� � ᛕ � �・ ┠ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ♫・ ・・ ❶ Ⓨ㞀 㐍♴⪅ ⥺ ⚟ ⏕ ⌮

 � � ࢫࢱ࣮�◌  ࢩ�◌ ࢺ
ࣛ
ࢳ  � � � �ᥖබඹ ෆ ᕸ� �・ ・ ・ タ ・ ♧ ・ ・ ・ ・ ➼・ ・㥐 㓄 㞀足ᆅ ᇦ

 � � � � ࢪ�  ᵝ  � �  �� � �⏝፹య య�➼ ά ㌍・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ά ・・㹑㹌㹑ᅋ⪅ ⤂
・ ・

 � �պ ᐖ ᢸ❧ ・ ➼ ・ ┴㞀 㔠㈝ ㈝ ㈇⪅ ⮬ ⤥ ൨ ・ ・

 � ◌� � ᴗջ ၥ  ᕷ ᗘ ゼ ・ ➼ ・ ・㔜 ⿵ㆤ ㈝⏫
 � � ࢫࢧ࣮  ◌� � � �  �ၥ ၥ ಀᗘ ᗜ ᢸ�ゼ ・ ➼ ゼ ・ ・ ・ ・ ・ ➼・ ‽ ・㔜 㢠ㆤ ㆤ ㈝ ᅜ ㈇ ᇶ ㉸⣔ ⤥
 ◌� �  � �� ◌� �  � � ཬ ◌ཱྀ௧ ୰ ே◌ᢸ ᕷ ᕷ ᕷ �・ 㸦㈇ ⏫ ◌�  �  ��ே◌ ௨ ◌ୖ ᕷ ᑐ�・ ・ ・㝖 㸧 ⿵⏫
 �  � � ・

൨ ・ ・

 � �◌ྲྀཬඹ ᐇ � � �Ⅼ ♫ ・ ・ ά ・ ・㔜 㸵 ᅔ⏕ ⌧ ⤌ ⏕ ❓ ⪅

 �  � ���  � � � �  �୰ ◌ືᙜ ᐇ ᣦ ᐖ ᐇ� � �・ ┠ ・ ❧ ・ ┠ ┴❧ ・ ・ タ ά ・ ➼・㞀 㞀 㞀♴⪅ ⥺ ⚟ ⌧ ⪅
 � � � ࢫࢧ࣮�  � �  � �◌ྲྀඣ ᐇ ᙉ ᐖ� � �ά ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ┴❧ ・ ・ タ㞀 ᆅ⪅ ⏕ ⤌ ⪅
 �� � ἲ  �Ẹ ◌�  ��  ��  � �◌ྥே◌ ഛ ഛ⊂❧ ・ ・ ・ ・ ‽ ・㛫足 足ㆡ ㄪ⛣

 � � ࣭�  �� � �  � �  �  �  ࣭� � � �� �ᢪ ዪ ኌၥே◌Ꮩ Ꮩ � �・ ❧・ ・ ・ ・ ・ ・ ➼ ・ ・㞴 㢟ᅔ⏕
 �� � � �  �  � � �  � �ษ ᐇ� �・ ・ ・ ┠ ・ ・ ・ ・

༊
ศ

◌ྀྲඹ ᐇ �♫ ・ ・⏕ ⌧ ⤌

 �  �ண㸰 㢠⟬  �൨ ・ ・㸷㸯㸲 㸰㸪㸵㸵㸳

�

�

�

�

�

�

�

2



 � ᴗ ᴗ ᴫ◌ྡཬ �・ ・ ・ せ ண◌ึᖺ ᗘ ᙜ㸴 㢠⟬
◌୍ 㒊

 � ࣭� Ẹ་ ᡂእռ  ᗘ ᐖ �┴ ➼ ・ ・㔜 㞀 㔠♴㈝ ᅜ⪅ ⡠ ⚟ ⤥
 � � ࣭� Ẹ  � ◌�  ��  �་ ᡂእ   ᗘ ᐖ ᐇ ᕷ ᑐ�┴ ➼ ・ ・ ・ ・ ・㔜 㞀 㔠 ⿵♴㈝ ᅜ⪅ ⡠ ⚟ ⤥ ⏫

 �ͤ � � � ᾘ௧ ୰  ᕷ � ᕷ ᕪ�・ ・ ・ ・ ゎ⿵
൨ ・ ・

 � ࢣ  � � �་ս ඣ ษ� �⒪ⓗ ・ ➼・ ・ ┠ ・

 � � ࢣ �  � � � �� ࢣ � ་ࢭࣥࢱ࣮ ་ඣ ඣ�⒪ⓗ ・ ➼ ά ・ ・・・ ・ ⒪ⓗ ・ ・ ┦ 㸦ᆅ ᇦ ᆅ ᇦ⏕
 �  ◌� ࢣ  � � � ◌�  � �◌ཱྀ ་ ᡂඣ ே◌ᑐ� ᛂ �・ ❆ ⒪ⓗ ・ ➼・ ・ ┦ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ➼・㸧 㣴 足

・ ・

◌୍ 㒊

 � ᴗ ࣭ � ࢭࣥࢱ࣮ ᴗվ ᐖ ᑵ ά ・ ・㞀 ⪅ ⏕
 � � ἲ  � �� ᴗ ࣭ � ࢭࣥࢱ࣮  ◌� � � � � �ә⏝ ◌ಁ ᐖ ᑵ・ ・ ・ タ ・ ά ・ ・ ・㞠 㐍 㞀 㸶 㞀⨨ ⪅ ⏕
 �  � �  � � � �  � � �◌ྥቑక ഴປ ຍᑵ ᐇ ᖺ� �・ ά ・ ・ ・ ・・ ㏆ ・ ・・ ・ ┦ ・㞀⪅ ⏕ ⢭ ⚄ ⪅

 �  � � � �  �� �  � � �ဨษ ᑐ ᑓ ᣢᛂ �・ ・ ・・ ・ ・ ・・㐺 㧗 㛛 㓄⫋ ⨨
൨ ・ ・

 � ⏝տ ᐖ ᑐ㞀 㞠 ㈝⪅ ⟇
 � � � �  � � � ᴗ  ��⏝ ሙ ၥ◌ಁ ୰ ಶ ◌ู ฟ ๓ᐃ ᑠ ᑐ ᗙ� ・ ╔ ・ ・・ ・ ・ ・ ゼ ・㞀 㞠 㐍 ㇟ ㅮ⪅ ⫋

 � �  � � � � ᴗ  � � � ᶵ  ��ປᐇ ᑵ ᑐ・ ・ ・ ┦ ・ ・ ➼・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・㞀 㛵 ㇟⪅
 �  �  �  � �ಟ  Ꮚ� �・ ・ ◊ ・ ・ ≉ ・ ・ ♫ タ ❧・ ・ ➼・㛵 ⿵ 足

・ ・

 � � � � ᴗ �ཬᡭ� ・ ヰゝ ・ ・ ・ㄒ 㐍 ㈝ ᴗ ൨・ ・ ・

� �ά ・ ・ 㐍ᅔ⏕ ❓ ⪅ ൨ ・ ・

 � ࣭�  �� � � � �Ꮩ Ꮩ �・ ❧・ ・ ・ ・ ・ ・⏕
 � ࣭�  � � ཬր ◌ၨᏙ Ꮩ ᑐ❧ ・ ・ Ⓨ㛵⟇

 � � ◌� � � ࣭�  ◌�  � � �  ࣭ �ၥ యᏙ Ꮩ ᑐ Ꮩ Ꮩ ᑐ� ᛂ・・・ ・ ❧ ・ ♫ ・ ・ ・・ ❧ ・ Ⓨㄡ 㢟㉳ ⟇
ࢧ� 

ࣝ
ࢺࢱ  � �  � �◌ཱྀ ሗಙ ᗈ�・ ・ ・・ ・ タ ・ ・ ・ ・ ・ ┦ ・ ❆ ・㛤 足

・ ・

 � ��  � �ց ᑐ� ・ ・ ➼・ ・ ・

 � � �� � �  � � � �� � �ᙜ◌ ࢭࣥࢱ࣮ ᐙ�� �・ ・ ➼ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ 㟁ヰ┦ ・ᆅ ᇦ⪅
 � � � � � ࢳ࣮ �  � ◌� �་ ኈ ከ కᖌ ᘚ� ᕷ� ➼・・ ・ ➼ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ➼・足 足ㆤ ㉮⫋ ✀ ⏫
 � � � � �  ��  � � �  � �◌ཱྀ ࿌ෆ ᗈ ᐇ� �・・・ ┴ ・ ・ ┦ ・ ❆ ・ ・ ▱ ・・ 㹠 ・ ・ ・㹕㹣

・ ・

◌୍ 㒊

 � ࢫࢱ�  �� �ཧ⏝ւ ຍ・ ・ ・ ά ♫ ・ ・

 � � �� �  � � �� � ῶ  � � � ཧࢫࢱ� ຍ�� ・ ・ ➼ ♫ ・ ・ ・  ➼・ ・ ・・ ・ ㍍ ・・・ ・㞀 ⏕
 � ࢺ�◌   � � � � ὶ  � �◌ཱྀሙ◌ୖ ᐇ �・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ┦ ・ ❆ ・ タ ・⨨

・ ・

◌୍ 㒊

ࢣ�  �  � �փ ே◌ᐙ �・ ・ ・ ➼・ ・ ・ ・ ・㸦 㸧ㆤ

 � ࢣ� �  � � � �  � �  ◌�� �◌ཱྀ әሙဨᑓ ᒃ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ┦ ・ ❆ ・ ・ ・ タ ・ ・ ・ ・ ・㛛 足⨨
 � ཬయࢣ � ⱝ➼ ・ ・ ・ᅋ ⪅ ᴫ ṓ �  � ◌�  �  � � ᐙ ᕷ ᑐ� �・ ・ ➼・ ・ ・ ・ ・ ・⿵足 ⏫

 � � � � ࢣ�   � � �  � �ཬ ◌ၨ�・ ・ ・ ・ ・ ㌟・ ・  ▱・ ・ ・・ Ⓨ・ㄆ 㧗 足ᅖ⮬
・ ・

 � � � � ᴗ �Ꮚ� ・ ・ ・ ・ ・ ・㣗ᇽ ㈝ ᴗ ൨・ ・ ・

 � �  � �  �ᢪ ዪၥ � �・ ・ ・ ➼・ ・㞴 㢟ᅔ
◌୍ 㒊

 � �  �  � �ᢪ ዪք ၥ ᑐ�・ ・ ・ ・ ・㞴 㢟ᅔ

 � � �  � ᵝ ࢽࢬ࣮�   � � � ���  ��ᢪ ዪ ከၥ ᑐ ᣢ� � ᛂ �・ ・ ・ ・・ ♫・ ・ ・ ・㞴 㢟ᅔ ⥔
 �  ���  �� � � ◌�  � � � �  �◌ྥ ◌ྜ ၥ◌୍ ಖ ഛ・ ・ ・ ・ ・ ❧・ ・ ・ ・ タ ・ ・・ 」 ⓗ ・㢟足ㆤ ⮬
 �  � Ỵ  � �  � � ῧ  ���  � �◌ྜ ◌ཱྀᢪ ዪ ᐤ ᐇ� � �・ ゎ ・ ┦ ・ ❆ ・ タ ・ ・ ・ ・ ・ㄢ㢟 ⥲ ⨨

・ ・

 � � � � ᴗ �ዪ య  � � ・ ・ ・ ・㞴 ⿵ᅔ ᅋ ㈝ ᴗ ൨・ ・ ・

൨ ・ ・

 �  � � � � � �  �  � � � � � �փ ୰Ꮚ ᒁ・ ・ ・ ・ 㒊㧗㱋 ㄢ ㄢ㛗♴ ♴ ♴ ᇉ⚟ ⚟ ⚟  �㟁ヰ

 �  �  �� �ց ւ �・ ・

 � Ẹ �  �እռ Ꮚ ᒁ┴ ・ ・ ・ ・ ά ・㒊 ㄢ♴ ♴ ㆤᅜ ⡠ ⚟ ⚟ ⏕  � � � � � � �・ 㟁ヰㄢ㛗 ⃝

 � � � � � � � �  �Ꮚ ᒁ ᐖ・ ・ ・ ・ 㒊㞀 ㄢ♴ ♴ ♴⚟ ⚟ ⚟  � � � � � � �・ 㟁ヰㄢ㛗 㫽

 �  � �  � � �་ ་յ ಖ ಖᗣ ᒁ・ ⒪ ・ ⒪㒊 ⢭ ⚄  �Ώ  � �་ ᢸ ᙜ・ ⒪ 㟁ヰㄢ㛗 㑔

 �  � � � �ᴗ  � � � �  �⏝տ ◌ാ ◌ാ ◌ಁປ ປᒁ ᐖ ᢸ ᙜ㒊 㞀 㞠 㐍 ㄢ㛗⏘ ⪅  �ᕝ 㟁ヰ㯤 ⏣
 �  � � � � � �  �  �ր Ꮚ ᒁ ᑐ ᢸ ᙜ・ ・ ・ ・ ά㒊♴ ♴ ᅔ⚟ ⚟ ⏕ ❓ ⪅ ⟇  �  �ᕝ 㟁ヰㄢ㛗 ㇂

 � � � � � � � �  �  �  � � �  �Ꮚ ᒁ Ꮚ ᑡ ᖺ ᒾ ᓮ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 㒊㟷 ㄢ ㄢ㛗♴⚟ 㟁ヰ

 �  � � � � � �  �  �ո Ꮚ ᒁ・ ・ ・ ・ 㒊♴ ♴⚟ ⚟
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � �ᐖ ᣦ ᑟ ᢸ ᙜ┴❧ ・ タ㞀 ㄢ㛗 ⃝⪅ ⸨ 㟁ヰ

 �  �  �  �  �  �  � �մ պ ջ ռ ս վᗘ ᐖ㔜 㞀 ⪅

༊ ศ

◌ྜ
ィ

 �◌ྜၥ ඛ

 �  � � �ഛ ൨� ��ィ ・ ・ ・ 」 㔜 㸦⪃  � �൨�・ ・ ・ ・ ・㸧 㝖 㢠

 �  �  �  � �  � ձࢫࢧ࣮ ղ ն Ꮚ ᒁ ᐖ・ ・ ・ ・ ・㒊㞀 ㄢ♴ ♴⚟ ⚟  � � � �ʟ � 㟁ヰㄢ㛗 㧘

 �  �  �  �  �� �  � � �  �ᢪճ շ չ ւ ք・ ・ ・⏕
 � � � �  � �  � � � � � �  �� � �ඹᏊ ᒁ ᐊ ᐊ・ ・ ・ ・ ・ 㐍 㒊 㛗 㛫♴⚟ ⏕ 㟁ヰ

�

�

�

�

�

�

3



１　目　的

２　予算額 ８９８億４，０１８万円

３　主な事業内容

主な事業名及び事業概要 ６年度当初予算額

(1) すべての人の「いのち」を大切にする取組 5,623万円

① 障害者虐待防止・権利擁護推進事業費
障がい者虐待の未然防止や迅速な対応を図るため、障がい者虐待防止の拠点となる障害

　者権利擁護センターにおいて相談を受けるとともに、虐待防止の研修を行う。
746万円

② 当事者目線の障がい福祉地域相談窓口設置等事業費
障がいを理由とする差別の解消に向け、相談体制を強化し、地域で相談できる体制を構

　築するとともに、差別に関する紛争解決のため、あっせん等の調整を行う第三者機関を設
　置・運営する。

873万円

③ 意思決定支援の普及・定着
意思決定支援の普及・定着のため、県内障害者支援施設に対して専門家を派遣する。ま

　た、県版ガイドラインに基づく意思決定支援の実践研修を行うとともに、研修参加に伴う
　代替職員の確保等に対して補助する。

4,003万円

(2) 誰もがその人らしく暮らすことのできる社会の実現 889億7,901万円

ア 障害福祉サービス等の提供に係る体制の整備

④ 地域資源（障がい児への支援）の充実
障がい児及び過齢児の成人サービス移行を促進するため、本人の希望と体験利用先を

マッチングする会議を設置するほか、体験利用を受け入れた成人施設等に対して補助す
る。また、成人サービス移行に係る本人の意思決定を支援するアドバイザーを派遣する。

942万円

⑤ 医療的ケア児等への切れ目のない支援
医療的ケア児等の日常生活及び社会生活を支えるため、かながわ医療的ケア児支援セン

ターの地域相談窓口（ブランチ）等において医療的ケア児等からの相談に対応するととも
に、支援人材の養成や、関係機関等と連携した継続的な支援を行う。

7,116万円

⑥ 県立特別支援学校における医療的ケア支援体制の整備
県立特別支援学校に配置する看護師を増員（５年度:72人⇒６年度:74人）するととも

 に、福祉車両等による通学支援を拡充（５年度:40人⇒６年度:80人）する。
4億5,464万円

⑦ 県立特別支援学校の新校等整備
かながわ特別支援教育推進指針に基づき、新校等の整備に向けた設計等を行う。
（横浜市、川崎市、藤沢市等）

8億3,100万円

⑧ リハビリテーションロボット普及推進事業費
神奈川リハビリテーション病院（厚木市七沢）において、リハビリテーションロボット

　の相談や訓練等を行うとともに、筋電義手の認知度向上に向けた広報や関係機関との連携
　強化を行う。

5,725万円

⑨ 地域生活移行の取組
民間障害者支援施設からの地域生活移行を促進するため、県独自の研修により養成した

　専門人材と連携して地域生活移行に取り組むグループホーム等に対して補助する。また、
　地域生活移行に資する提案を民間法人から募集し、その取組に対して補助する。

8,538万円

    当事者目線に立った障がい福祉の実現を目指し、「神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例～と
  もに生きる社会を目指して～」及び「ともに生きる社会かながわ憲章」の理念の普及を推し進める
  とともに、障がい児・者の障がい特性等に応じた、生活を支えるサービスの更なる充実強化に取り
　組む。

区分

　Ⅵ 神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例
　～ともに生きる社会を目指して～　に基づく取組の実践

新
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主な事業名及び事業概要 ６年度当初予算額

⑩ 地域生活移行に向けた受け皿の確保
精神障がい者を含む障がい者の地域生活移行を促進するため、日中活動等の場及びグル

　ープホームの整備に対して補助する。また、市町村と協調して、グループホームの運営に
　要する費用や、在宅支援、地域社会参加支援等に必要な取組に対して補助する。

7億6,129万円

⑪ 障害福祉サービス等の提供に係る検討会
湘南東部圏域における重症心身障がい児・者や医療的ケアを必要とする方の地域生活を

　支えるため、支援体制に関する課題や対策を検討する。また、知的障がい児者の医療課題
　について、医療、福祉両面から対策を検討する。

360万円

⑫ 障害者自立支援等給付費県費負担金
障がい児・者が自立した生活を営むことができるよう支援するため、障害者総合支援法

　等に基づき、市町村が支弁する障害福祉サービス等に要する費用を負担する。
704億6,676万円

⑬ 市町村重度訪問介護等支援事業費補助
重度訪問介護等の訪問系サービスに係る介護給付費等において、国庫負担基準額を超え

　て負担している市町村（政令市、中核市及び人口30万人以上の市町村を除く）に対して補
　助する。

2億8,449万円

○ その他　障害者地域生活支援事業費（研修・情報提供事業）など 1億  957万円

イ 障害福祉サービス等に従事する者の確保及び質の向上

⑭ 相談支援従事者等養成・確保推進事業費
相談支援従事者等の更なる質の向上や専門性の強化を図るため、相談支援専門員を対象

　とした専門的な研修を実施する。
768万円

⑮ 喀痰吸引等研修事業費（再掲）
たんの吸引等の医療的ケアを行う介護職員等を養成するため、喀痰吸引等研修や、研修

　の指導に当たる看護職員に対する伝達講習を行う。
1,275万円

⑯ 精神障害者ホームヘルパー研修事業費
精神障がい者の居宅介護支援に従事する人材の確保及びサービスの質の向上を図るた

　め、精神障がい者の特性を理解したホームヘルパー等の養成研修及び現任者研修を行う。
395万円

⑰ 重度重複障害者等支援看護師養成研修事業費（再掲）
障がい者の医療環境等の充実を図るため、重症心身障害児者施設等の看護師に対する専

　門研修を行うとともに、看護学生や看護師等を対象に、福祉現場における看護に関する普
　及啓発研修を行う。

800万円

⑱ 外国人介護人材受入促進事業費補助
障害福祉施設等における外国人介護人材の受入れを支援するため、受入環境の整備に係

　る取組や人材確保に係る取組に対して補助する。
450万円

⑲ 障害サービス事業所就労実態調査事業費（再掲）
障害福祉分野における人材確保策を的確に講じるため、障害福祉事業所における就労実

　態や人材育成の取組を調査する。
400万円

○ その他　相談支援体制拡充強化事業費など 7,557万円

ウ 地域で生活する障がい児・者を支える社会環境の整備
一部

⑳ 外国籍県民等福祉給付金助成事業費補助
外国籍県民等の福祉の向上を図るため、無年金者となっている外国籍県民等の高齢者及

　び障がい者に福祉給付金を支給する市町村に対して補助する。
※政令市・中核市への補助格差を解消

724万円

一部

㉑　重度障害者医療給付事業費補助
　　重度障がい者の健康の保持及び増進を図るため、重度障がい者の医療費助成を行う市町
　村に対して補助する。

※政令市・中核市への補助格差を解消

63億3,738万円

㉒　障害者地域生活支援事業費補助
　　障がい者の自立した生活を支援するため、ストーマ装具等を支給する日常生活用具給付
　等事業や外出時に付き添い等の支援を行う移動支援事業等の地域生活支援事業を実施する
　市町村に対して補助する。

22億  21万円

㉓　障害者地域生活支援関連事業費補助
　　地域の実情に応じた障がい者の地域生活支援を推進するため、グループホームの設置及
　び運営に対する補助や地域活動支援センターの事業に対する補助など、市町村（政令市を
　除く）が実施する障がい者の地域生活支援関連事業に対して補助する。

5億8,200万円

㉔　在宅重度障害者等手当支給費
　　障がい者の福祉増進を図るため、在宅の重度障がい者等に対し手当を支給する。

6億4,668万円

㉕　心身障害者扶養共済制度実施費
　　障がい者の将来に対する経済的な不安を軽減するため、保護者が死亡した場合などに、
　障がい者に年金を支給する。

5億　556万円

区分

新

新

新

新

新

新
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主な事業名及び事業概要 ６年度当初予算額

㉖　医療型短期入所事業所開設促進事業費
　　重症心身障がい児・者等が在宅で安心した生活を送ることができるよう支援するため、
　医療機関や介護老人保健施設による医療型短期入所事業所の開設支援を行う。

666万円

㉗　障害児等メディカルショートステイ運営事業費
　　在宅の重症心身障がい児・者とその家族が安心して生活できるようにするため、不足し
　ているレスパイト等の受け皿を医療機関への委託により確保する。

3,317万円

㉘　相談支援体制の充実
　　当事者目線に立った相談支援の取組を推進するため、障がい者の支援に自ら携わる障が
　い当事者（ピアサポーター）の養成を行う研修を実施する。また、聴覚障がい児が早期か
　ら必要な支援を受けられるよう、相談窓口を設置するとともに、家族教室の開催や聴覚障
　がい児が通う関係施設への巡回支援等を実施する。

5,731万円

㉙　「当事者目線」の精神科医療の実現
　　精神障がい者が安心して精神科医療を受けられるよう、精神科病院の実態調査や虐待通
　報窓口の設置を行うほか、精神科病院が見守りカメラを導入する費用に対して補助する。
　　また、入院患者の地域生活移行を支援するため、訪問支援員等を病院に派遣する。

6,226万円

㉚　児童虐待防止対策等総合支援事業費補助（障がい児分）
　障がい児支援の一層の普及促進を図るため、発達障がい等の知識を有する専門員の保育

　所等の巡回支援や医療的ケア児等コーディネーターの配置など、地域における障がい児支
　援の質の向上及び医療的ケア児等へ切れ目ない支援を行う市町村に対して補助する。

6,710万円

○ その他　障害児施設等措置費など 23億7,163万円

㉛　施設利用者の質の高い生活の確保
　　当事者の意見を施設運営に反映するため、障がい当事者が施設を巡回し、職員との意見
　交換を行う。また、支援改善アドバイザーや支援サポート員を配置する。

632万円

一部

㉜　日中活動・体験の充実
　　施設利用者の地域生活移行に向けて、グループホーム体験の場の確保や施設外活動を充
　実させるとともに、活動をコーディネートする専門職員を配置する。また、重度訪問介護
 相当サービスの体験利用を提供した事業所に対する補助を新たに実施する。

6,099万円

一部

㉝　地域生活への移行
　　施設利用者の地域生活移行先となるグループホームの体制整備や、移行後の生活の場と
　なる在宅サービス等の確保を支援する。また、施設利用者を受け入れるグループホームの
 設置等を検討するため、先駆的なグループホーム運営の事例調査を新たに実施する。

2,229万円

㉞　県立障害者支援施設の方向性ビジョンに沿った取組
　　県立障害者施設の地方独立行政法人化、民間移譲や再整備を進めるための準備、調査等
　を行う。また、先進的な取組を行う施設やグループホーム等を調査し、科学的な手法によ
　る効果的な支援体制等を分析する。

1億2,292万円

○ その他　県立障害福祉施設維持運営費など 26億3,816万円

(3) 社会参加への支援、偏見や差別を排除する取組 10億7,816万円

ア 社会参加を推進する環境づくり

㉟　神奈川県ライトセンター指定管理費
　　視覚障がい者の社会参加を促進するため、点字、録音図書等の貸出しやスポーツ振興事
　業等を行うとともに、視覚障がい者に対するボランティア活動を振興する。

3億　597万円

㊱　神奈川県聴覚障害者福祉センター指定管理費
　　聴覚障がい者の社会参加を促進するため、字幕入りビデオ等の貸出しや各種情報提供を
　行うとともに、聴覚障がい者に対するボランティア活動を振興する。

1億5,833万円

㊲　盲ろう者支援事業費
　　視覚と聴覚の両方に障がいのある盲ろう者の自立と社会参加を推進するため、盲ろう者
　支援センターの運営を行う。

936万円

一部

㊳　聴覚障がい児等手話言語獲得支援事業費
　　聴覚障がいのある乳幼児及び児童の手話言語獲得を支援するため、乳幼児及び保護者が
　大人のろう者とふれあう手話交流会等について、新たに乳児・幼児の発達段階に応じた対
　応や学齢児への対応、ろう学校所在地域等への地域展開を行う。

1,333万円

㊴　バリアフリー対応「見える化」事業費
　　障がい者等の社会参加を促進するため、バリアフリー設備の設置状況や受けられる配慮
　の「見える化」に向けた新たな仕組みづくりについて、障がい者等及び事業者団体などで
　構成するワーキンググループを設置し、当事者目線で制度検討を進める。

100万円

区分

エ 中井やまゆり園等の県立障害福祉施設における取組
及び「県立障害者支援施設の方向性ビジョン」に沿った取組

新

新

新

新

新

新

新

新
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主な事業名及び事業概要 ６年度当初予算額

㊵　ソーラーカーポート設置促進事業費補助
　　悪天候の中でも車椅子使用者等が安心して外出できる環境づくりのため、商業施設等に
　おける障害者等専用駐車区画へのソーラーカーポートの設置に対して補助する。

1,800万円

㊶　障がい者啓発事業費
　　障がい者の消費者被害を未然に防止するため、その特性を踏まえた体験型の研修を実施
 するとともに、地域で見守る支援者等にさまざまな機会を通じた啓発活動を行う。

420万円

○ その他　福祉バス運行事業費など 1億　 55万円

イ 就労・雇用、経済的自立に対する支援

㊷　農福連携マッチング等支援事業費
   障がい者による種まきや収穫、除草、片付けなどの就農体験会（お試しノウフク）を開
 催し、農家と障害福祉サービス事業所等とのマッチングを促進する。

354万円

㊸　水産業福祉連携推進事業費
　水産業の担い手と、障がい者等の就労・雇用機会を確保するため、市町等と連携し、現

　場体験などの研修や専門アドバイザーの派遣を行うほか、マッチングの場づくり、連携の
　促進にかかる研究会の開催を引き続き実施する。
　　また、新たに連携の手順・方法についてのマニュアル等を作成し、取組を促進させる。

1,600万円

一部

㊹　障害者就業・生活支援センター事業
　　雇用促進法により設置している障害者就業・生活支援センター８か所において、障がい
　者の就労に伴う生活支援を実施する。また、近年増加傾向にある精神障がい者からの相談
　に適切に対応するため、高い専門性を持った職員を新たに配置する。

1億1,868万円

㊺　チャレンジオフィス運営費
　　民間企業等への就職を目指す障がい者に就労経験の機会を提供するため、県庁内に設置
　している「かながわチャレンジオフィス」の規模を拡大するとともに、各地域県政総合セ

ンターに新たにチャレンジオフィスを設置する。

880万円

㊻　障害者雇用対策費
　　障がい者の雇用と職場定着を促進するため、中小企業を対象とした個別訪問や出前講座
　により相談支援等を実施する。また、企業や障がい者就労支援機関を対象としたフォーラム
 　や研修のほか、特例子会社の設立に関する補助等を行う。

2,523万円

㊼　障害者のテレワーク推進事業費
　　身体的、精神的な理由で出社が困難な障がい者の多様な働き方や活躍の場をつくるた
　め、企業におけるテレワーク雇用を導入から定着まで伴走支援するとともに、仮想オフ
　ィスツールや分身ロボットといった障がい特性に合わせたコミュニケーションツールの
　導入に対して補助する。

1,854万円

○ その他　未来型障がい者就労支援等事業費（分身ロボットプロジェクト）など 2億7,660万円

(4) ともに生きる社会実現に向けた県民総ぐるみの取組 3億　876万円

㊽　ともに生きる社会の実現に向けた取組
　　神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例～ともに生きる社会を目指して～やともに生き
　る社会かながわ憲章の理念の普及啓発のため、駅や公共施設内でのポスター掲示や地域イ
　ベントでのチラシ配布等を行う。また、障がい者団体等の活躍を、ホームページやＳＮＳ
　など様々な媒体を活用して紹介する。

4,071万円

㊾　ともいきメタバース推進事業費
　　障がいの程度に関わらず誰もが一緒に楽しめるメタバースイベントや障がい者や支援者
　を主な対象としたデジタルコンテンツの作成方法を学べる講習会を実施し、作品を発表す
　る場を設ける。

1,064万円

㊿　共生社会推進加速化事業費
　　共生社会の実現に向けた障がい等の理解促進のための活動を行う「ともいきボランティ

ア」を組織・運営するほか、市町村や企業・団体と連携して誰もが気軽に参加できるイン
クルーシブビーチクリーンを実施する。

491万円

　　障害者理解促進事業費
　　障がいに対する理解を促進するため、内部障がい等の方を対象としたヘルプマークの普
 及啓発や企業等における心のバリアフリー推進員の養成等を行う。

646万円

　　障がいに対する理解促進
    障がいに対する理解促進を図るため、趣味やサークル活動などを中心とした誰もが気軽
　に参加できる共生の場を創出する。また、県民意識を醸成するため、当事者目線の障がい
　福祉について発信する全国フォーラムを開催する。

2,332万円

　　ろう者への理解のための取組
   県民が「見えない障がい」であるろう者の存在に気づき、理解を深めることができる

　よう、デフリンピック選手等が出演する動画を作成し、様々な媒体を活用して周知する。
 また、国際手話の普及のため、手話通訳者等を対象とした国際手話の講座を開催する。

798万円

区分

新

新

新

新

新

新

新
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主な事業名及び事業概要 ６年度当初予算額

　東京2025デフリンピックの機運醸成
　　東京2025デフリンピックの開催を契機に、聴覚障がい者への理解や障がい者スポーツの
 推進を図るため、デフスポーツの体験等を行う大会１年前イベントの開催や、プロスポー
ツチームと連携したＰＲ活動等により、大会の機運醸成を行う。

2,400万円

一部
 東京2025デフリンピックを契機とした障がい者スポーツの推進

　　競技継続を支援するため、新たに強化指定選手を目指す若手障がい者アスリートに対し
　て補助する。また、障がい者が様々な面からスポーツを楽しめるよう、観戦方法を工夫
　した実証事業やユニバーサルデザインに配慮した県立スポーツ施設の案内表示等の改修を
　行う。

2,909万円

一部
　　障がい者等の文化芸術普及支援
　　年齢や障がい等にかかわらず、誰でも文化芸術を鑑賞・創作・発表できる機会を提供す
　るため、すべての人が舞台芸術に参加し楽しめる「共生共創事業」を実施する。

 また、「ともいきアート」として障がい者等のアート作品の魅力を広く県民に伝えるた
　め、新たに公募展を開催する。

1億　242万円

○ その他　かながわパラスポーツ推進事業費など 5,920万円

898億4,018万円

区分

合 計

備考 (2)ア⑩の7億6,129万円のうち、(2)ウ㉓との重複額（5億8,200万円）を除いた額は1億7,929万円

　問合せ先
【①、②、⑤、⑫～⑯、㉑～㉘、㉚、㉟～㊲、㊹、　、　国際手話】

福祉子どもみらい局福祉部障害福祉課 課長　鳥井    電話 045-210-4700
【③、　フォーラム】

福祉子どもみらい局共生推進本部室
当事者目線障害福祉担当課長　平野    電話 045-285-0526

【④、⑨～⑪、⑰、㉛～㉝】
福祉子どもみらい局福祉部障害サービス課 課長　髙橋    電話 045-210-4702

【⑥、⑦】 教育局支援部特別支援教育課 課長　片山　  電話 045-210-8214
【⑧】     健康医療局県立病院課 課長　小泉　  電話 045-210-5040
【⑱、⑲、㊳～㊵、　ろう者への理解】

福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課 課長　笠井    電話 045-210-4740
【⑳】     福祉子どもみらい局福祉部生活援護課 課長　大澤　  電話 045-210-4900

【㊶】　　 くらし安全防災局くらし安全部消費生活課 課長　南川　  電話 045-312-1121
【㊷、㊽～㊿、　共生の場、　アート】

福祉子どもみらい局共生推進本部室 共生担当課長　小手    電話 045-285-0737

【㉙】　   健康医療局保健医療部 精神保健医療担当課長　渡邊　  電話 045-285-0227
【㉞】　　 福祉子どもみらい局福祉部 県立障害者施設指導担当課長　藤澤　  電話 045-285-0214

【㊸】　　 環境農政局農水産部水産課 課長　山本　  電話 045-210-4530
【㊺】　　 総務局組織人材部人事課 課長　竜江　  電話 045-210-2150
【㊻、㊼】 産業労働局労働部 障害者雇用促進担当課長　黄川田　電話 045-210-5860 
【　、　】 スポーツ局スポーツ課 課長　矢島　  電話 045-285-0791
【　舞台】 国際文化観光局 マグカル担当課長　中里　  電話 045-285-0760

新

新

新
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一部○新  当事者目線の障がい福祉の実現

１ 目的 

  当事者目線に立った障がい福祉の実現を目指し、「神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例

～ともに生きる社会を目指して～」及び「ともに生きる社会かながわ憲章」の理念の普及を推

し進めるとともに、障がい児・者の障がい特性等に応じた、生活を支えるサービスの更なる充

実強化に取り組む。  

２ 予算額 898 億 4,018 万円 

３ 主な事業内容 

(1) 中井やまゆり園等の県立障害者支援施設における地域生活移行の取組  8,960 万円 

ア  施設利用者の質の高い生活の確保                     632 万円 

当事者の意見を施設運営に反映するため、障がい当事者が施設を巡回し、職員との意見 

交換を行う。また、支援改善アドバイザーや支援サポート員を配置する。 

一部○新  イ  日中活動・体験の充実 6,099 万円 

施設利用者の地域生活移行に向けて、グループホーム体験の場の確保や施設外活動を充 

実させるとともに、活動をコーディネートする専門職員を配置する。また、重度訪問介護 

相当サービスの体験利用を提供した事業所に対する補助を新たに実施する。 

一部○新  ウ  地域生活への移行   2,229 万円 

施設利用者の地域生活移行先となるグループホームの体制整備や、移行後の生活の場と 

なる在宅サービス等の確保を支援する。また、施設利用者を受け入れるグループホームの 

設置等を検討するため、先駆的なグループホーム運営の事例調査を新たに実施する。 

地域移行に向けた取組 ＜これまでの補助メニュー（一部抜粋）＞ 

日中活動の充実 

暮らしの場の体験 

施設外の日中サービス利用への補助 

グループホームの体験利用への補助 

 （課題）暮らしの場の体験が進んでいない 

地域生活移行の実現 

【新設】重度訪問介護の体験利用への補助 

在宅生活やグループホームの体験を加速！ 
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(2) 地域共生社会の実現へ向けたさまざまな取組   76 億 8,702 万円 

  ○新  ア  地域資源（障がい児への支援）の充実   942 万円 

障がい児及び過齢児の成人サービス移行を促進するため、本人の希望と体験利用先を 

マッチングする会議を設置するほか、体験利用を受け入れた成人施設等に対して補助す

る。また、成人サービス移行に係る本人の意思決定を支援するアドバイザーを派遣する。 

障害児等移行促進事業 成人サービス移行モデル事業 

・本人と体験利用先をマッチング

・暮らしや日中活動等の体験

(成人施設等へ体験利用費用補助)

・特に移行が困難となっている

ケースにアドバイザーを派遣

・障がい児等の意思や支援状況の

確認

・本人の希望や特性に合う成人

サービスの体験利用を支援

成人期に相応しい生活の場への移行

  ○新  イ  障害福祉サービス等の提供に係る検討会  360 万円 

湘南東部圏域における重症心身障がい児者や医療的ケアを必要とする方の地域生活を支 

えるため、支援体制に関する課題や対策を検討する。また、知的障がい児者の医療課題に 

ついて、医療、福祉両面から対策を検討する。 

  ○新  ウ  障害サービス事業所就労実態調査事業費    400 万円 

障害福祉分野における人材確保策を的確に講じるため、障害福祉事業所における就労実 

態や人材育成の取組を調査する。 

  ○新  エ  ソーラーカーポート設置促進事業費補助    1,800 万円 

悪天候の中でも車椅子使用者等が安心して外出できる環境づくりのため、商業施設等に 

おける障害者等専用駐車区画へのソーラーカーポートの設置に対して補助する。 

ソーラーカーポート設置

<補助率 1/3>
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  ○新  オ  障がいに対する理解促進 2,332 万円 

障がいに対する理解促進を図るため、趣味やサークル活動などを中心とした誰もが気軽 

に参加できる共生の場を創出する。また、県民意識を醸成するため、当事者目線の障害福 

祉について発信する全国フォーラムを開催する。 

  ○新  カ  相談支援体制の充実 5,731 万円 

当事者目線に立った相談支援の取組を推進するため、障がい者の支援に自ら携わる障が 

い当事者（ピアサポーター）の養成を行う研修を実施する。また、聴覚障がい児が早期か 

ら必要な支援を受けられるよう、相談窓口を設置するとともに、家族教室の開催や聴覚障 

がい児が通う関係施設への巡回支援等を実施する。 

  ○新  キ  「当事者目線」の精神科医療の実現     6,226 万円 

精神障がい者が安心して精神科医療を受けられるよう、精神科病院の実態調査や虐待通 

報窓口の設置を行うほか、精神科病院が見守りカメラを導入する費用に対して補助する。 

また、入院患者の地域生活移行を支援するため、訪問支援員等を病院に派遣する。 

ඪ  
「みんなで読める 神奈川

県当事者目線障害福祉推進

条例～ともに生きる社会を

目指して～」 

👈 
全国フォーラムのイメージ 

（訪問支援員等による地域生活移行のスキーム図） 
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ク 地域生活移行に向けた受け皿の確保                 7 億 6,129 万円

精精神障がい者を含む障がい者の地域生活移行を促進するため、日中活動等の場及びグル

ープホームの整備に対して補助する。また、市町村と協調して、グループホームの運営に 

要する費用や、在宅支援、地域社会参加支援等に必要な取組に対して補助する。 

○新  ケ  市町村重度訪問介護等支援事業費補助  2 億 8,449 万円 

重度訪問介護等の訪問系サービスに係る介護給付費等において、国庫負担基準額を超え 

て負担している市町村（政令市、中核市及び人口 30 万人以上の市町村を除く）に対して補 

助する。 

一部○新  コ  障害者就業・生活支援センター事業  1 億 1,868 万円 

雇用促進法により設置している障害者就業・生活支援センター８か所において、障がい 

者の就労に伴う生活支援を実施する。また、近年増加傾向にある精神障がい者からの相談 

に適切に対応するため、高い専門性を持った職員を新たに配置する。 

一部○新  サ  重度障害者医療費・外国籍県民等福祉給付金の助成         63 億 4,462 万円 

重度障害者医療費・外国籍県民等福祉給付金の助成を実施する市町村に対して補助する。 

※政令市・中核市への補助格差を解消

▶重度障害者医療費 政令市・中核市補助率  １／３⇒１／２ 

▶外国籍県民等福祉給付金  政令市補助率    ０  ⇒１／２ 

中核市補助率  １／３⇒１／２ 

(3) 障害福祉サービス等をさらに強化する取組 820 億 6,355 万円 

   

   

 

 

 

問合せ先 

【３(1)、(2)ア、イ、ク】 

福祉子どもみらい局福祉部障害サービス課  課長 髙橋  電話 045-210-4702 

【３(2)ウ、エ】 

福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課    課長 笠井  電話 045-210-4740 

【３(2)オ：共生の場】  

福祉子どもみらい局共生推進本部室 共生担当課長 小手 電話 045-285-0737 

【３(2)オ：フォーラム】 

福祉子どもみらい局共生推進本部室  

当事者目線障害福祉担当課長 平野 電話 045-285-0526 

【３(2)カ、ケ、コ、サ：重度障害者医療費】   

福祉子どもみらい局福祉部障害福祉課 課長 鳥井 電話 045-210-4700 

【３(2)キ】       健康医療局保健医療部 精神保健医療担当課長 渡邊 電話 045-285-0227 

【３(2)サ：外国籍県民等福祉給付金】  

福祉子どもみらい局福祉部生活援護課 課長 大澤 電話 045-210-4900 
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